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Ⅰ 多面的機能支払交付金の概要

１ 交付金の構成

多面的機能支払交付金は、農地維持支払交付金と資源向上支払交付金か

ら構成されます。

１

農地維持支払交付金

（１）地域資源の基礎的な保全活動
（水路の草刈り・泥上げ、農道の路面維持など）

資源向上支払交付金

①施設の軽微な補修
（水路、農道、ため池の軽微な補修など）

②農村環境保全活動
（水質調査、外来種の駆除など）

③多面的機能の増進を図る活動
（防災・減災力の強化、遊休農地の有効活用

など）

（２）施設の⾧寿命化のための活動
（老朽化が進む水路等の補修・更新など）

（１）地域資源の質的向上を図る共同活動

（３）組織の広域化・体制強化

多面的機能
支払交付金

（２）地域資源の適切な保全管理のための推進活動
（活動組織の体制の強化、保全管理構想の作成

など）



※１：農地・水保全管理支払の取組を含め５年間以上実施した地区は、②の単価に0.75を乗じた額になります。
※２：②の資源向上支払（共同）は、①の農地維持支払と併せて取り組むことが基本となります。
※３：多面的機能の増進を図る活動に取り組めない地区は、単価は5/6を乗じた額になります。
※４：水路や農道等の施設の補修や更新を実施します。
※５：本単価は交付上限額になります。なお広域活動組織の規模を満たさず、かつ直営施工をしない地区は、単価は5/6を乗じた額に

なります。
※６：広域活動組織の規模を満たさない場合、③の交付上限額は、保全管理する区域内に存在する集落数に２００万円を乗じた額と上

記単価に対象農用地面積を乗じた額の小さい額となります。
※７：②及び③に一緒に取り組む地区は、②の単価は0.75を乗じた額になります。したがって、①、②及び③に一緒に取り組む場合、

田では合計で9,200円/10ａになります。
※８：事業計画中に畑地化する場合、当該期間中においては、農地維持支払の交付単価は地目変更前の単価を適用します。
※９：畑には樹園地を含みます。

２

２ 交付単価

加算措置 ①多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援

多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる組織が、新たに活動項目を
選択し、１活動項目以上追加する場合、または初めて本活動に取り組む組
織が２活動項目以上選択して取り組む場合、資源向上支払（共同）に単価
の加算を行います。
※農地・水保全管理支払の取組を含め５年間以上実施した地区は、単価に0.75を乗じた額になります。
※加算措置の適用期間は、本加算措置を受けた年度から、当該活動期間の最終年度までに限ります。

加算措置 ②農村協働力の深化に向けた活動への支援

上記①の加算措置を受ける活動組織において、下記の条件を全て満たす場
合、上記①に更に単価の加算を行います。
＜条件＞
①構成員（人・団体）のうち、農業者以外の者が占める割合が４割以上で
あること。
②共同活動に参加する構成員の総人数※１の８割（役員に女性が２名以上
参画している場合は６割※２）以上が参加する実践活動を毎年度行うこと。
※１：構成員の総人数とは、活動に参加する人数として活動計画書に添付する名簿に位置付けた構成

員の人数。
※２：役員とは、活動組織構成員の「代表」及び「役員」を指します。また、２種以上の「実践活

動」をそれぞれ別の日に行う必要があります。
※農地・水保全管理支払の取組を含め５年間以上実施した地区は、単価に0.75を乗じた額になります。
※加算措置の適用期間は、本加算措置を受けた年度から、当該活動期間の最終年度までに限ります。

加算措置 ③水田の雨水貯留機能の強化（田んぼダム）を推進する活動への支援

広域活動組織では集落毎に、交付を受ける田面積全体のうち５割以上で田
んぼダムに取り組む場合、資源向上支払（共同）に単価の加算を行います。
※農地・水保全管理支払の取組を含め５年間以上実施した地区は、単価に0.75を乗じた額になります。
※要件を満たす限り、加算措置は次期の事業計画期間においても適用されます。



３ 対象となる農用地

交付金の算定対象となる農用地は以下のとおりです。

①農振農用地区域内の農用地

②新潟県知事が多面的機能の発揮の観点から必要と認める農用地（※）

（※）多面的機能の発揮を図るために取組を、農振農用地区域内農用地と一体的に取り組む必要が

あると認められる農用地などが該当します。詳細は糸魚川市までお問い合せください。

（Q1）活動期間中に、活動計画書に定める活動ができなくなった場合、

交付金の返還はありますか。

（A）交付金の全部または一部を事業計画（原則５年間）の認定年度に遡っ

て返還することになります。ただし、自然災害ややむを得ない理由（農業

者の死亡、高齢または病気など）が認められる場合は、交付金の返還が免

除されます。

（Q2）活動計画書に定める活動ができないことが確認されたが、農用地の

保全管理を継続して行う場合は、交付金の返還の対象になりますか。

（A）いつでも耕作を再開できるように保全管理を行う場合は、交付金の返

還は免除されます。

３

よくある質問

農地維持支払及び資源向上支払交付金の算定対象



4 広域活動組織について

糸魚川市は、糸魚川市広域協定として広域活動組織を設立し、多面的機

能支払交付金の取組を行っています。

広域活動組織は、旧市区町村区域等の広域エリアで複数の集落又は

活動組織、その他関係者の合意により設立される組織のことです。

※規模は、市区町村区域程度又は農用地面積200ha以上（中山間地域等

は50ha以上又は３集落以上）を有していることが基本要件です。

４

広域活動組織とは

糸魚川市広域協定の現状・課題

（１）事務作業を事務局に集約していることから、各活動集落の事務作業の

負担が軽減しています。

（２）意思決定や活動集落間調整に時間を要する等、機動的な対応が難しい

ことがあります。

（３）広域活動組織の事務局任せになる等、参加集落によって活動に対して

温度差があります。

今後に向けた提案

（１）優先度の高い施設への予算の重点配分や、小規模の活動集落への基礎

配分（※）による活動の継続が可能です。

（※）小規模の活動集落は、他の活動集落と一律の基準で交付金を配分すると配分が著しく少なくな

る可能性があるため、必要な保全活動が行えるよう確保された最低限度の費用のこと。

（２）集落間連携により、資機材、人材、技術力の融通が可能になり、活動

の活性化が期待できます。

（３）自然災害等の突発的な事象に対応する際に、交付金の弾力的な運用が

可能です。



５ 令和５年度の主な制度改正について

令和５年度は主な制度改正はありません。

令和５年度は第２期の最終年度となるため、組織内の合意形成の

図り方について今一度確認をお願いします。

活動組織が組織を円滑に運営していただくために、以下の点に留意

してください。

◎ 構成員の合意形成をしっかり行う

◎ 役員が行う事務はお互いに確認し合う

◎ 日当は活動参加者本人に支払い、受領を確認

５

組織内の合意形成について



①活動組織ごとに下記の内容について、総会等で合意形成を図る。

・毎年度の事業計画（収支予算等）
・毎年度の活動報告（収支決算等）
・その他組織の運営に関する重要な事項

②総会等で決まったことなどを議事録にまとめる。

日時・場所、出席者数、議案
承認者数、決定事項など

③決定事項は説明資料とともに、配布又は回覧等で構成員全員に
必ず周知する。

④糸魚川市広域協定運営員会に議事録と総会資料を提出する。

※議事録に関しては、糸魚川市広域協定の様式を参考に
してください。

構成員全員から活動に対する理解が得て、
組織運営を円滑に行いましょう。

◎構成員の合意形成をしっかり行う

６



◎役員が行う事務はお互いに確認し合う

・活動に伴う金銭の出納、工事発注などは、複数の役員で内
容を確認する。

・毎年度の決算では、監査役による監査を確実に行う。

◎日当は活動参加者本人に支払い受領を確認する

・日当の取扱いについては、活動組織の構成員間で十分
な合意形成を図る。

・草刈りや泥上げ、補修作業などの労力提供の対価とし
日当を支払う場合は、活動に参加した本人に支払い、
受領を確認する。

日当の受領確認

参加者ごとの活動日、活動内容、時間等と支払額を一覧
表にし、参加者本人から受領印又はサインと受領日を記
入してもらい、管理する。

〈一覧表の例〉

氏 名 日 付 内 容 時 間 支 払 額 本人の印
かサイン

受 領 日

〇〇〇 R5.5.1 法面草刈り 2ｈ 1,700 印 6/1

※金融機関への振込により支払う場合、振込受領書によっ
て変えることもできる。

７



Ⅱ 交付金の対象となる活動
１ 農地維持活動の活動項目及び取組

８

（１）地域資源の基礎的な保全活動



９

（２）地域資源の適切な保全管理のための推進活動



２ 資源向上活動（地域資源の質的向上を図る共同活
動）の活動項目及び取組

１０

（１）地域資源の適切な保全管理のための推進活動



１１

（２）農村環境保全活動



１２

（３）多面的機能の増進を図る活動

＜高度な保全活動＞



３ 資源向上活動（施設の⾧寿命化のための活動）の
活動項目及び取組

１３



Ⅲ 交付金の使途について

１ 基本的な考え方

多面的機能支払交付金は、公的資金であることから、活動内容や成果、

交付金の使用実績等を対外的に説明する「義務」と「責任」があります。目

的外使用や不適切な支出があった場合は、交付金を返還する必要があること

から、活動内容や交付金の使用にあたっては、支出等が適正に行われている

ことを証明するための書類（領収書や活動記録等）を整理・保管する必要が

あります。

２ 支出費目ごとの基本事項

活動参加者に対して支払った日当

・日当を支払う場合は、作業日報（作業内容、作業時間等）を記録し、保

管してください。

・日当は１日あたりの単価ですが、１日数時間程度の活動は、１時間あた

りの単価で計算してください。（※糸魚川市広域協定は統一単価を設け

ています。）

・児童などへの日当支払いは好ましくないため、文房具等の記念品として

ください。

資材（砕石、砂利、セメント等）の購入費、共同活動に必要な機械（草刈

り機等）の購入費、パソコンなどのリース費、車両・機械等の借上げ料、

花の種・苗代 等

・高額な事務用品や機械を購入する場合は、利用頻度等を検討し、借上げ

についても比較検討のうえ、決定してください。

（１）日当

（２）購入・リース費

１４



・複数購入する場合は、その数量とした理由を説明できるよう整理してく

ださい。

・購入した機械等を目的外の使途に使用した場合は、交付金の返還対象と

なるので注意してください。

・業者選定にあたっては、少額の場合などを除き、複数の見積りを徴収し、

比較検討のうえ決定してください。

補修・更新等の工事（調査、設計、測量、試験等を含む）に係る建設業者

への外注費、事務の外注費 等

・対象活動の実施にあたっては、自主施工を基本とします。

・外注する場合は、金額に関わらず、外注する理由（自主施工ができない

理由）や業者選定、金額の算出根拠等を整理のうえ、適正な手続きを

行ってください。特に契約は書面により行ってください。

・業者選定にあたっては、少額の場合などを除き、複数の見積りを徴収し、

比較検討のうえ決定してください。

３ 交付金の対象となる使途について

（３）外注費

（１）農地維持支払

日当

１５



１６

購入・リース費

区 分 交付金対象の可否

砂利等の資材購入 点検の結果に基づいて行う、ゲート類の塗装、農道への砂利の補充
等に係る資材購入費は、対象となります。

草刈機等の機械購入 対象となります。ただし、購入した機械は、個人所有できませんの
で、活動組織が所有・保管・管理し、必要なときに活動参加者に貸
与してください。
また、草刈機を持ち寄りで使用する場合は、替刃等の実費相当額を
支払うことも可能です。

デジカメ、パソコン等
の事務機器購入

活動の記録やとりまとめに使用するデジカメやパソコン、プリンタ
等の事務機器の購入費は、対象となります。
なお、購入した事務機器は、台帳を作成し記録してください。

バックホウ等の重機・
車両の借上

水路の泥上げなどに必要なバックホウ等の重機・リース会社等から
の車両の借上料は、対象となります。
また、軽トラックを持ち寄りで使用する場合は、燃料費等の実費相
当額を支払うことも可能です。



１７

外注費

区 分 交付金対象の可否

重機作業等を
建設会社等へ外注

活動組織による自主施工を基本としますが、専門技術を要する作
業を建設会社等へ外注する場合は、対象となります。

施設の点検を
専門業者等へ外注

活動組織による実施を基本としますが、専門技術を要する業務を
測量設計会社等へ外注する場合は、対象となります。

会計事務や実績報告
とりまとめなどの

事務の外注

対象となります。なお、外注費は必要経費を積み上げて算定する
こととし、最終的には作業日報で出役を確認するなど、実績に応
じて変更してください。

その他

区 分 交付金対象の可否

先進地研修に係る旅費 原則として日帰りの場合は対象となります。なお、研修目的を明確
にし、行程や参加者等を記載した研修計画を作成するとともに、研
修結果を総会の場などで構成員に報告してください。
また、観光旅行との指摘や誤解を受けない研修計画としてください。
行程に観光地等が入っているような研修は、たとえ観光部分を別会
計にしても適切ではありません。

研修会、説明会等に係る
旅費

① 鉄道やバスの乗車賃は、対象となります。
② 私用車利用の場合の旅費は、要したガソリン代や駐車場代等の

経費相当額が対象となります。なお、糸魚川市等の規定に準じて
走行距離に応じて支払う方法も対象となります。

③ タクシー料金は、バス路線がない等、利用の必要性を説明でき
る場合に限り対象となります。

活動に係る傷害保険料 対象となります。なお、子供会活動等他の活動も含めて傷害保険に
入る場合は、多面的機能支払交付金分と他の活動分の保険料を区分
してください。（糸魚川市広域協定は既に加入済みです。）

構成員への総会案内等に
係る通信費

(切手、 はがき等)

対象となります。なお、台帳等を作成し、切手やはがきを何の目的
に何枚使ったか、その必要性を説明できるように整理してください。
また、残余がある場合は、枚数を管理してください。



１８

区 分 交付金対象の可否

総会、研修会等に係る
会場使用料

対象となります。なお、町内会の総会などと合わせて支払う場合は、
多面的機能支払交付金分と他の活動分の使用料を区分してください。

活動記録に係る写真代 対象となります。なお、実績報告などに使用しない写真も対象となり
ますが、プリントした写真はすべて保管してください。

普及啓発のための会誌、
パンフレット、

説明会資料等の作成費

① 対象となります。活動に対する構成員の意識啓発を行ってくださ
い。

② 活動の情報発信のための看板・パンフレット等の作成費も対象と
なりますので、地域住民等の多面的機能支払交付金制度に対する理
解醸成に向けた取組を行ってください。

活動のために必要な
技術資料等の図書購入費

対象となります。

コピー代､ノート､
ボールペン、鉛筆・

消しゴム・ファイル等の
文具代

事務処理や活動に必要な文具代は、対象となります。ただし、コピー
代は用途(○○の会議資料等)や使用枚数などを整理し、書面に残して
ください。

会計事務や活動記録の
とりまとめなどのために

構成員以外から雇う
アルバイト等の賃金

対象となります。ただし、活動内容や時間などの活動実績を整理し、
書面に残してください。
なお、活動組織の構成員が会計事務などを行う場合は、事務日当とし
て処理してください。

役員に対する報酬 対象となります。ただし、活動内容や時間などの活動実績を整理し、
書面に残してください。
なお、同一の活動に対して報酬と会議日当との重複支出はできません
ので、注意してください。

活動時の弁当、お茶代等 ① 弁当代については、食事時間帯にまたがる活動で支出の正当性が
対外的に説明できる場合のみ、対象となります。
ただし、日当を支払う場合は、原則として対象外となります。また、
研修の開始前や終了後に配布する弁当代や、慰労会等での食事代な
どは対象外となります。

② お茶代（小昼などの茶菓子も含む）以外は、対象外となります。
※弁当やお茶などを購入した場合は、単価と個数（参加人数の内
数）がわかる領収書かレシートが必要となります。



１９

区 分 交付金対象の可否

活動に係る土地の借地料 活動に伴い必要となる仮設道路や資材置場などの借地料は、対象とな
ります。

先進地視察先への謝礼 対象となります。ただし、謝金を現金で支払う場合は、視察先からの
領収書が必要となります。
なお、おみやげ代は、謝金を現金で支払わない場合に限り、対象とな
ります。

研修会等の指導に対する
講師等への謝金

対象となります。なお、単価は、２５ページの「日当など単価の考え
方」を参照してください。

（２）資源向上支払（共同活動）

日当

区 分 交付金対象の可否

資源向上支払
（共同活動）に係る日当

共同活動として活動計画に位置づけた施設の軽微な補修や、農村環
境保全活動、多面的機能の増進を図る活動に係る日当は対象となり
ます。

活動組織の事務処理に
係る日当

対象となります。報酬支払対象者の事務日当は対象となりません。

研修会・説明会等への
参加に係る日当

① 国や県、市、広域協定などが開催する研修会に参加する場合は、
参加者数分・開催時間分のみ対象となります。（移動時間等は対
象外となります）

② 活動組織内の研修会についても同様に開催時間のみ対象となり
ます。なお、研修会の開催は、構成員全員に周知し、総会等の場
を活用するなど多くの参加につなげるよう工夫してください。
また、欠席者には、研修会資料を送付するなどの対応をしてくだ

さい。
※地区の総会等と活動組織の研修会を同日開催する場合は、研修
会の開催時間分のみ対象となります。



２０

購入・リース費

区 分 交付金対象の可否

砕石、砂利、セメント、
土砂、目地材等の資材購入

機能診断の結果に基づいて行う、破損施設の補修等に係る資材購入費は、
対象となります。なお、施設の補修等に当たっては、施工に先立ち、必
要に応じて生きもの調査を行い、保護・移植等を行うなど環境との調和
に配慮してください。
また、水路等の補修・更新についての資源向上支払（共同活動）と資源
向上支払（⾧寿命化）の区分は、以下のとおりです。

※延⾧の⾧い水路等は、両方の交付金で補修することが可能ですが、ど
ちらの交付金で補修するか活動計画書でそれぞれの区間を明確に区分し
てください。

草刈機等の機械購入 対象となります。ただし、購入した機械は、個人所有できませんので、
活動組織が所有・保管・管理し、必要なときに活動参加者に貸与してく
ださい。

デジカメ、パソコン等の
事務機器購入

活動の記録やとりまとめに使用するデジカメやパソコン、プリンタ等の
事務機器の購入費は、対象となります。
なお、購入した事務機器は、台帳を作成し記録してください。

資源向上支払（共同活動） 資源向上支払（⾧寿命化）

水路等の機能維持のために行う
「軽微な補修」（「目地詰め」
や「破損施設の補修」等）

水路等の⾧寿命化対策として活
動計画に位置づけて行う「補
修」や「更新」

【留意事項】
・土水路が洗掘される場合等、

施設の点検・診断に基づき、
限られた区間をスポット的に
コンクリート水路等で補強を
行うことは可能です。

・ただし、コンクリート水路等
を布設しなければならない理
由を写真とともに整理し、実
施前に市町村等の確認を受け
てください。

【留意事項】
・一定のまとまりのある区間に

ついて、「土水路からコンク
リート水路等への更新」及び
「水路全線の更新」が可能で
す。

・なお、資源向上支払（共同活
動）の対象となるような軽微
な補修であっても、一定のま
とまりのある区間を対象とし
て取り組むことが可能です。



２１

区 分 交付金対象の可否

バックホウ等の重機・
車両の借上

補修工事などに必要なバックホウ等の重機・リース会社等からの車両の
借上料は、対象となります。
また、軽トラックを持ち寄りで使用する場合は、燃料費等の実費相当額
を支払うことも可能です。

農村環境保全活動に係る
種子、苗、肥料等の

資材購入

対象となります。

水路の補修等に
使用する鎌、ブラシ等の

物品購入

対象となります。ただし、購入した物品は、個人所有できませんので、
活動組織が所有・保管・管理し、必要なときに活動参加者に貸与してく
ださい。

除草剤の購入 対象となります。ただし、使用場所や回数等、活動組織内での合意形成
を図ったうえで、最小限としてください。

外注費

区 分 交付金対象の可否
重機作業等の

建設会社等への外注
活動組織による自主施工を基本としますが、専門技術を要する作業を
建設会社等へ外注する場合は、対象となります。

施設の機能診断の
専門業者等への外注

活動組織による実施を基本としますが、専門技術を要する業務を測量
設計会社等へ外注する場合は、対象となります。

会計事務や実績報告
とりまとめなどの

事務の外注

対象となります。なお、外注費は必要経費を積み上げて算定すること
とし、最終的には作業日報で出役を確認するなど、実績に応じて変更
してください。

その他

区 分 交付金対象の可否

先進地研修に係る旅費 原則として日帰りの場合は対象となります。なお、研修目的を明確
にし、行程や参加者等を記載した研修計画を作成するとともに、研修
結果を総会の場などで構成員に報告してください。
また、観光旅行との指摘や誤解を受けない研修計画としてください。
行程に観光地等が入っているような研修は、たとえ観光部分を別会計
にしても適切ではありません。



２２

区 分 交付金対象の可否

研修会、説明会等に
係る旅費

① 鉄道やバスの乗車賃は、対象となります。
② 私用車利用の場合の旅費は、要したガソリン代や駐車場代等の

経費相当額が対象となります。なお、糸魚川市等の規定に準じて
走行距離に応じて支払う方法も対象となります。

③ タクシー料金は、バス路線がない等、利用の必要性を説明でき
る場合に限り対象となります。

活動に係る傷害保険料 対象となります。なお、子供会活動等他の活動も含めて傷害保険に
入る場合は、多面的機能支払交付金分と他の活動分の保険料を区分
してください。

構成員への総会案内等に
係る通信費

(切手、 はがき等)

対象となります。なお、台帳等を作成し、切手やはがきを何の目的
に何枚使ったか、その必要性を説明できるように整理してください。
また、残余がある場合は、枚数を管理してください。

総会、研修会等に係る
会場使用料

対象となります。なお、町内会の総会などと合わせて支払う場合は、
多面的機能支払交付金分と他の活動分の使用料を区分してください。

活動記録に係る写真代 対象となります。なお、実績報告などに使用しない写真も対象とな
りますが、プリントした写真はすべて保管してください。

普及啓発のための会誌、
パンフレット、

説明会資料等の作成費

① 対象となります。活動に対する構成員の意識啓発を行ってくだ
さい。

② 活動の情報発信のための看板・パンフレット等の作成費も対象
となりますので、地域住民等の多面的機能支払交付金制度に対す
る理解醸成に向けた取組を行ってください。

活動のために必要な
技術資料等の図書購入費

対象となります。

コピー代､ノート､
ボールペン、鉛筆・

消しゴム・ファイル等の
文具代

事務処理や活動に必要な文具代は、対象となります。ただし、コ
ピー代は用途(○○の会議資料等)や使用枚数などを整理し、書面に
残してください。

会計事務や活動記録の
とりまとめなどのために

構成員以外から雇う
アルバイト等の賃金

対象となります。ただし、活動内容や時間などの活動実績を整理し、
書面に残してください。
なお、活動組織の構成員が会計事務などを行う場合は、事務日当と
して処理してください。



２３

区 分 交付金対象の可否

役員に対する報酬 対象となります。ただし、活動内容や時間などの活動実績を整理し、
書面に残してください。
なお、同一の活動に対して報酬と会議日当との重複支出はできませ
んので、注意してください。

活動時の弁当、お茶代等 ① 弁当代については、食事時間帯にまたがる活動で支出の正当性
が対外的に説明できる場合のみ、対象となります。
ただし、日当を支払う場合は、原則として対象外となります。ま
た、研修の開始前や終了後に配布する弁当代や、慰労会等での食
事代などは対象外となります。

② お茶代（小昼などの茶菓子も含む）以外は、対象外となります。
※弁当やお茶などを購入した場合は、単価と個数（参加人数の内
数）がわかる領収書かレシートが必要となります。

活動に係る土地の借地料 活動に伴い必要となる仮設道路や資材置場などの借地料は、対象と
なります。

先進地視察先への謝礼 対象となります。ただし、謝金を現金で支払う場合は、視察先から
の領収書が必要となります。
なお、おみやげ代は、謝金を現金で支払わない場合に限り、対象と
なります。

目地詰め作業や
破損施設の補修、
生きもの調査等の
技術指導に対する
講師等への謝金

対象となります。なお、単価は、２4ページの「日当など単価の考
え方」を参照してください。



（３）資源向上支払（⾧寿命化）

日当

区 分 交付金対象の可否

資源向上支払
（⾧寿命化）に係る日当

① 施設の補修・更新等（自主施工）に係る日当は対象となります。
② 工事等に関する立会・検査の日当は対象となります。

活動組織の事務処理
に係る日当

対象となります。報酬支払対象者の事務日当は対象となりません。

購入・リース費

区 分 交付金対象の可否

砕石、砂利、セメント、
目地材、土、ヒューム管、

Ｕ字溝等の資材購入

⾧寿命化対策として活動計画書に位置づけた、集落等が管理する施設
を対象に行う、補修・更新等に係る資材購入費は、対象となります。
なお、実施に当たっては、施工に先立ち、必要に応じて生きもの調査
を行い、保護・移植等を行うなど環境との調和に配慮してください
また、水路等の補修・更新についての資源向上支払（共同活動）と資
源向上支払（⾧寿命化）の区分は、以下のとおりです。

※延⾧の⾧い水路等は、両方の交付金で補修することが可能ですが、
どちらの交付金で補修するか活動計画書でそれぞれの区間を明確に区
分してください。

資源向上支払（共同活動） 資源向上支払（⾧寿命化）

水路等の機能維持のために行う
「軽微な補修」（「目地詰め」
や「破損施設の補修」等）

水路等の⾧寿命化対策として活
動計画に位置づけて行う「補
修」や「更新」

【留意事項】
・土水路が洗掘される場合等、

施設の点検・診断に基づき、
限られた区間をスポット的に
コンクリート水路等で補強を
行うことは可能です。

・ただし、コンクリート水路等
を布設しなければならない理
由を写真とともに整理し、実
施前に市町村等の確認を受け
てください。

【留意事項】
・一定のまとまりのある区間に

ついて、「土水路からコンク
リート水路等への更新」及び
「水路全線の更新」が可能で
す。

・なお、資源向上支払（共同活
動）の対象となるような軽微
な補修であっても、一定のま
とまりのある区間を対象とし
て取り組むことが可能です。

２４



２５

区 分 交付金対象の可否

デジカメ、パソコン等の
事務機器購入

活動の記録やとりまとめに使用するデジカメやパソコン、プリンタ等の
事務機器の購入費は、対象となります。
なお、購入した事務機器は、台帳を作成し記録してください。

バックホウ等の重機・
車両の借上

補修工事などに必要なバックホウ等の重機・車両に係るリース会社等か
らの借上料は、対象となります。
また、軽トラックを持ち寄りで使用する場合は、燃料費等の実費相当額
を支払うことも可能です。

補修・更新等に使用する
鎌、スコップ等の物品購

入

対象となります。ただし、購入した物品は、個人所有できませんので、
活動組織が所有・保管・管理し、必要なときに活動参加者に貸与して
ください。

外注費

区 分 交付金対象の可否

重機作業等の
建設会社等への外注

活動組織による自主施工を基本としますが、専門技術を要する作業を
建設会社等へ外注する場合は、対象となります。

施設の機能診断の
専門業者等への外注

活動組織による実施を基本としますが、専門技術を要する業務を測量
設計会社等へ外注する場合は、対象となります。

会計事務や実績報告
とりまとめなどの

事務の外注

対象となります。なお、外注費は必要経費を積み上げて算定すること
とし、最終的には作業日報で出役を確認するなど、実績に応じて変更
してください。



２６

その他

区 分 交付金対象の可否

活動に係る傷害保険料 対象となります。なお、子供会活動等他の活動も含めて傷害保険に
入る場合は、多面的機能支払交付金分と他の活動分の保険料を区分
してください。

活動記録に係る写真代 対象となります。なお、実績報告などに使用しない写真も対象とな
りますが、プリントした写真はすべて保管してください。

活動のために必要な
技術資料等の図書購入費

対象となります。

コピー代､ノート､
ボールペン、鉛筆・

消しゴム・ファイル等の
文具代

事務処理や活動に必要な文具代は、対象となります。ただし、コ
ピー代は用途(○○の会議資料等)や使用枚数などを整理し、書面に
残してください。

会計事務や活動記録の
とりまとめなどのために

構成員以外から雇う
アルバイト等の賃金

対象となります。ただし、活動内容や時間などの活動実績を整理し、
書面に残してください。
なお、活動組織の構成員が会計事務などを行う場合は、事務日当と
して処理してください。

活動時の弁当、お茶代等 ① 弁当代については、食事時間帯にまたがる活動で支出の正当性
が対外的に説明できる場合のみ、対象となります。
ただし、日当を支払う場合は、原則として対象外となります。ま
た、研修の開始前や終了後に配布する弁当代や、慰労会等での食
事代などは対象外となります。

② お茶代（小昼などの茶菓子も含む）以外は、対象外となります。
※弁当やお茶などを購入した場合は、単価と個数（参加人数の内
数）がわかる領収書かレシートが必要となります。

活動に係る土地の借地料 活動に伴い必要となる仮設道路や資材置場などの借地料は、対象と
なります。

補修・更新等の
技術指導に対する
講師等への謝金

対象となります。なお、単価は、下記「日当など単価の考え方」を
参照してください。



４ 日当などの単価の考え方
（１）単価は総会に諮る等、構成員参加のもと決定してください。

合わせて、当日の会議録の作成と保管をしてください。また、単価決

定の場に参加できなかった構成員にも決定の過程を必ず周知してくだ

さい。

（２）会計検査等で単価の根拠や理由等を求められることがありますので、

糸魚川市等の基準単価を参考にして、対外的に説明できるように整理

してください。

（３）広域組織内で活動集落ごとに日当等の単価が違っているのは適切では

ありませんので、統一単価を設定してください。

※糸魚川市広域協定は、既に統一単価を設けています。

２７



５ 本交付金制度の対象とならないもの
以下については、本交付金制度の対象とはなりませんので、留意してくだ

さい。

２８

項 目 内 容

営農に関わる活動 販売を目的とした農作物の生産や活動は、対象となりません。

地域資源や農村環境の
保全に関連しない活動

宗教に関わる活動、自治会や学校の運動会などは、対象となり
ません。

河川や国・県・市町村道等
管理者が決められている

施設における活動

管理者が決まっている施設の管理については、管理者が行うこ
とが原則ですので、対象となりません。
ただし、施設管理者の了解のもと、地域の慣例として農地・農
業用水などの地域資源の保全管理と一体的に実施している草刈
りなどの活動については、対象となります。

補助事業への充当 公共事業などの農家負担分への充当は、対象となりません。

他団体への補助金及び寄付金
としての支出

他団体が行う活動に対して補助金及び寄付金として支出する場
合は、対象となりません。
ただし、委託費としての支出は可能です。必要経費の積上げを
したうえで、必要に応じて精算をお願いします。



２９

６ 持越金について
以下については、翌年度以降の具体的な使用予定に基づく必要な額につい

て、年度末に生じた残額を持ち越して翌年度の交付金の経理に含めることが

できます。

①次年度当初に交付金が交付されるまでの間に活動を実施するための活動資金

②資源向上活動（⾧寿命化）の実施に必要な資金の積立金

※実施期間終了年度末から翌年度を始期とする新たな事業計画への持越しは、新た

な事業計画の初年度の使用予定に基づくものに限るものとし、終了年度の年度交付

額の３割程度を越えないように努めてください。

持越金の報告義務

活動組織は、翌年度以降の具体的な使用予定に基づく必要な持越
額について、実施状況報告書にて報告して下さい。

・農地維持と資源向上（共同）持越額が、農地維持と資源向上
（共同）の交付額の３割を超え、かつ100万以上の場合、持越金

の使用予定表を実施報告書に添付して提出してください。

・資源向上（⾧寿命化）の持越額が、資源向上支払（⾧寿命化）
の交付額の３割を超え、かつ100万以上の場合、持越金の使用
予定表を実施報告書に添付して提出してください。



７ 外注工事の検討
地元で外注工事を検討している場合は、下記を参考にし、どの事業で

実施するかをよく検討してください。

３０

事業費１件あたり２００万円未満の場合

多面的機能支払交付金または中山間地域等直接
支払交付金で対応可能 実施

土地改良区（地元管理
組合）の維持管理費で

対応可能
実施はい土地改良区

エリアである はい

いいえ いいえ

はい

いいえ

市の補助事業で実施

事業費１件あたり２００万円以上の場合

農振農用地で
ある

国庫補助事業で実施
市へ相談

国庫補助事業で実施
土地改良区へ相談

土地改良区
エリアである はい

いいえ

はい

いいえ

市の補助事業で実施



３１

小規模（40 万円以下）災害発生時の交付金活用について 

災害により、農用地や農業用施設が破損した場合については、迅速に対応でき
る多面的機能支払交付金もしくは中山間地域等直接支払交付金の活用を優先し
てご検討ください。 

なお、災害対応として国や市の補助金を申請した場合、多面的機能支払交付金
や中山間地域等直接支払交付金の活動とは区別する必要があるため、交付金通帳
への入金は行わないでください。 

【フローチャート】 

 

災害発生 

大規模災害 

（40 万円以上） 

小規模災害 

（40 万円以下） 

多面的機能支払交付金 

または 

中山間地域等直接支払交付金の活用 

国庫 

補助 
市単独補助 

要件に 
合致しない 要件に合致 



Ⅳ 外注（工事及び業務委託）の流れ

１ 見積者数について
・工事・委託契約金額３万円未満のものは 不要

・工事・委託契約金額３万円以上１０万円未満は １者

・ただし、単に重機の借上や土工事のみのもの

（施設として構造物が残らないもの）、応急工事で

緊急を要するもの等 不要

・工事・委託契約金額１０万円以上１３０万円未満は ２者

・工事・委託契約金額１３０万円以上は ３者

２ 完了までの流れ
①工事・業務委託の内容を決めて（どのような工事をどれくらいやり

たいのか）、見積りを業者に依頼します。

②金額に応じた見積数をとって業者を決定します。

③決定した業者に注文書を出し、請書を提出してもらいます。

注文書で数量と工期の記載をお願いします。（別紙１参照）。

④変更があれば変更手続きをします。

⑤工事の完了後、完成資料を提出してもらい、支払いをして領収書を

受け取ります。

３ 請書について
契約金額が１０万円未満は請書を省略できます。

請書には収入印紙を貼ってもらってください。

（ただし、工事契約は1件200万円未満としているため、印紙代200円です。）

４ 完成資料について
完成資料として、出来高管理図（延⾧や幅員等の管理）、竣工写真（起点、終点

の着手前、完了後）、工事中写真（数枚程度）を請負者から提出してもらってくだ

さい。また、同一施設で複数年に渡り工事を施工した場合は、年度ごとの区分がわ

かるよう鋲・杭など（農作業の邪魔にならないもの）で表示を指示してください。

なお、工程表の提出は不要とします。

（参考資料）糸魚川市広域協定３２



３３ （資料提供）糸魚川市広域協定



Ⅳ 多面的機能支払交付金に関するQ＆A

３４

（Q1）多面的機能支払交付金と中山間地域等直接支払交付金を同一地区で取

組むことはできますか。

（回答）同一地区で取り組むことは可能です。この場合、多面的機能支払交

付金の活動計画書に位置付けられた農地、水路、農道等の保全に係る活動に

ついては、多面的機能支払交付金により行ってください。

（Q2）農地維持支払交付金による資源向上支払（共同・⾧寿命化）の活動実

施や、資源向上支払（共同・⾧寿命化）による農地維持支払交付金の活動実

施は可能ですか。

（A）農地維持支払交付金による資源向上支払（共同・⾧寿命化）の活動実

施と、資源向上支払（共同）による農地維持支払交付金の活動実施は、可能

です。ただし、資源向上支払（⾧寿命化）による農地維持支払や資源向上支

払（共同）の活動は実施できません。

（Q３）甚大な自然災害が発生した場合、被災した対象農用地周りの施設の

応急措置や補修・更新等に交付金により取り組むことは可能ですか。

（A）可能です。甚大な自然災害により、活動計画書に定めた活動が困難な

場合は、地方農政局等の承認を受け、活動要件を満たすものとみなす特例を

受けることができます。活用したい場合は、市町村にご相談ください。



３５

（Q4）対象農用地が災害により被害を受けたことから、次年度以降、農地災

害復旧工事を行い、復旧までに２～３年の期間を要する見込みであるが、こ

の期間は多面的機能支払交付金の対象になりますか。

（回答）農地維持活動の「異常気象時の対応」又は、特例措置により、対象

農用地や周辺施設の応急復旧や補修・更新等に取り組む場合は、対象となり

ます。ただし、立入規制等の理由により、活動に取り組めない場合は、対象

となりません。この場合、やむを得ない理由に該当するため、返還の対象に

はなりません。

【水田の雨水貯留機能の強化（田んぼダム）を推進する活動への支援】

（Q５）活動期間中に、田んぼダムの面積要件（５割以上）を達成していな

くても加算措置を受けることはできますか。

（A）活動期間の終了年度に５割以上を達成すれば、活動期間中に達成して

いない場合も加算措置の対象になります。

（Q６）田んぼダムは、１年を通じて実施しなければいけませんか。

（A）実施期間に規定はないため、営農に支障が生じない範囲で実施してく

ださい。

（Q７）加算措置が適用されるのは、取組を開始した活動期間のみですか。

（A）取組を開始した活動期間に限らず、要件を満たす限り、次期活動期間

においても加算措置が適用されます。



■問合先

糸魚川市産業部農林水産課
農業経営支援センター 農村振興係
TEL：025-552-1511（内線2342）
ﾒｰﾙ：nouson@city.itoigawa.lg.jp

糸魚川市日本型直接支払運営委員会
TEL：025-552-1511(内線2605,2606）
ﾒｰﾙ：itochokubarai@amail.plala.or.jp


